
DiｓｃｌｏｓｕｒｅＲｅｐｏｒt 2007

・こ・ｓ・弔＝l‘tａ皿ijl－ii‘４t,･＝ll･

バーゼル互某３の我、単体における

項
１

２

３

４

f｀・唾ぶ�・ｄ’｀一馬．●･IE,・・－｀

事素早凌の定4tlｼを同示事項（桔季節手法）

9嗜６臨戦一恥ｓ● ●･7嘔Ｊ･一｀卿p｀り1:＆゛゛

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防府信用金庫



り・喝ゐｓｕ置り・『ｔ3a･儲|｀’ａ』儡ｓ･－｀

5･讐3§蛮l;取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続

１）リスク資本及び与信限度額の割当方法に関する方針
２）担保による保全及び引当金の算定に関する方針

３）自金庫の信用力の悪化により担保を追加的に提供することが必要となる場合の影響度に関する説明

　　　　以上について６．証券化エクス
は
ポ
、取組みの該当がありません。

一ジャーに関する事項

１）リスク管理の方針及び手続の概要

　①リスクを確実に認識し、評価・計測し、報告するための態勢

　②信用金庫の証券化取引についての方針（証券化によるリスク移転の程度を含む）

　③信用金庫の証券化取引における役割（オリジネーター、投資家、サーピサー、信用補完の提供者、ＡＢＣＰのス

　　ポンサー、流動性の提供者、スワップの提供者等）及び関与の度合

　　当金庫は「原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある２つ以上のエクスポージャーに階層化し、そ
　　の一一部または全部を第３者に移転する性質を有する取引に係るエクスポージャー」を「証券化エクスポージ

　　ャー」として認識しており、投資家として証券化エクスポージャーである有価証券を保有する場合は、下記の
　　通｡り評価・計測し、報告等を行うことと致しております。

　　証券化エクスポージャーの有価証券については、年１回実施する自己査定結果に基づき、債務者区分により

　　信用リスクの存在を認識し、その分類結果等に基づいて信用リスクを適正に把握のうえ、適切なポートフォリ

　　オ管理等に反映させることと致します。また、他の有価証券と同様に適格格付機関等が付与する格付の変化や、

　　時価の変化等を継続して観測し、格付や時価が内部基準以下となる等、信用リスクが顕在化する懸念があるも

　　のについて、経営陣に報告する体制を構築しております。

　　しかしながら、現時点においては取組みはありません。以下２）・３）・４）につきましても同様であります。

２）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

　　信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式は、「標準的手法における証券化エクスポージャーに対する

　　信用リス･ク・アセット（告示249条）」を採用することと致します。

３）証券化取引に関する会計方針　　　　　　　　　　　　　上

　①証券化取引を資産の売却あるいは資金の調達等どのように会計上認識しているか
　②資産の売却をどの時点で認識しているか

　③証券化エクスポージャーの留保持分評価の前提等。変更があった場合の概要と影饗

　④デリバティブ等他の会計方針と合成型証券化の会計方針が異なる場合の説明

　　当金庫が投資家として保有する証券化エクスポージャーである有価証券の会計については、日本公認会計士協

　　会から公表されている「金融商品会計に関する実務指針」及び「企業会計基準適用指針」に基づき会計処理を

　　致します。また、資産としての認識基準は継続的に･「修正受渡基準」を採用致します。

４）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称（使用す･る適

　　格格付機関を変更した場合には、その理由を含む。）

　　リスクウェイトの判定に使用する適格格付機関は①日本格付研究所（ＪＣＲ）、②日本格付投資情報センター

　　（Ｒ＆I）、③ムーディーズ・インベスターズ、④スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）です。適格格付は

　　　　債券関連エクスポージャーに対し、使用基準は上記の順番
７．オペレーショナル・リスクに関する事項

８

で使用致します。

　　基礎的手法を採用し、過去３年間の業務粗利益の平均値をベースとしてリスク量を計算しております。
銀行勘定における信用金庫法施行令第１１条第５項第３号に規定する出資その他これに類す

るエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　①リスクを確実に認識し、評価・計測し、報告するための態勢
　銀行勘定における信用金庫法施行令第ｎ条第５項第３号に規定する出資、その他これに類するエクスポージ
　ャー又は株式等エクスポージャーに関するリスクの管理は、年１回実施する自己査定の結果に基づいて信用
＼　リスクを適正に把握し、適切なポートフォリオ管理等に反映しております。
特に株式等エクスポージャーで時価が把握できる株式については時価変化等を継続して観測し、時価が内部基

準以下になる等リスクが顕在化する懸念がある場合は経営陣に報告する体制を構築しております。
②その他有価証券、
　当金庫は子会社株

スクが顕在化する懸念がある場合は経営陣に報告する体制を
予会社株式及び関連会社株式の区分毎のリスク管理の方針
式及び関連会社株式は保有しておりません。

③銀行勘定における株式等エクスポージャーの評価等重要な会計方針。また、会計方針を変更した場合には、

　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の３に準じた事項　銀行勘定における株式等エクスポージャーは日本会計士協会から公表されている「金融商品会計に関する実務

９。銀
指針」に基づき評価等会計処理をしております。
行勘定における金利リスクに関する事項

１）リスク管理の方針及び手続の概要

▽①リスクを確実に認識し、評価・計測し、報告するための態勢
銀行勘定における金利リスクは金融機関が保有する資産・負債のうち、市場金利の影響をうけるもの（例

　　貸出金、有価証券、預け金等）が一定の金利ショックにより発生するリスク量を算出するものです。金
　　ク量は毎月継続して計測し、金利リスクが顕在化した場合に当金庫のリスク管理方針に基づいて策定さ
　　略的自己資本比率に与える影響度を経営陣に報告する体制を構築しております。
２）信用

ケ①金利
　　度等
銀行勘定の金利リスクについては金利ショックを99％タイル値（保有期間１年、５年の観測期間で計測され

動の99％タイル値）として、リスク量を算出しております。

の計測は、毎月

当金庫は内部管
は
こ
と
る
Ｊ
れ
金
さ
預
出

理
Ｆ
と

月末時点における当金庫の金利感応資産・負債を対象として算出しております
上要求払預金の金利り
明確な金利改定間隔が
なく長期間金融機関に

ス
な
滞

ク量について、「コ
く、預金者の要求
留する預金」を指

ア預金」
によって
します。

（※１）を認識しております。
随時払い出される要求払預金の
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